「鳥取県文化芸術事業評価委員会」委員　応募要項
１　目的
県が実施又は補助を行う文化芸術事業について、より良い事業実施に繋げるため、県民の皆様に鑑賞・参加していただき評価していただく「鳥取県文化芸術事業評価委員会」委員を募集します。
２　募集内容
（１）募集人数
１名
（２）任期
任命の日から令和10年３月31日まで
（３）応募資格
次のすべての要件に該当する方
ア　令和８年４月１日時点で、満年齢が１８歳以上
イ　県内在住の方
ウ　県が設置する他の附属機関の委員でない方
エ　平日の会議及び評価事業の実地検証（鑑賞）に参加できる方
オ　鳥取県暴力団排除条例（平成２３年鳥取県条例第３号）に規定される暴力団員等でない方
カ　国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でない方
キ　文化芸術に興味を持ち、公平中立的な立場から評価を行っていただける方
（４）応募方法等
応募用紙に必要事項を記入の上、持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法により、（５）の応募先へ提出してください。
（５）応募先・問い合わせ先
鳥取県地域社会振興部文化政策課　企画調整担当
〒680-8570　鳥取市東町一丁目２２０番地
電話　0857-26-7839　　ファクシミリ　0857-26-8108　
電子メール　bunsei@pref.tottori.lg.jp
（６）応募期間
令和８年３月30日(月)～４月６日(月)１７時必着
※持参の場合は、応募期間（土・日・祝日を除く）の午前９時から午後５時までとします。
３　選考方法等
（１）提出していただいた応募用紙により書類選考します。なお、応募者多数の場合など、必要に応じて面接を実施することがあります。
（２）選考結果は、令和８年４月中旬頃までに応募者ご本人あてに郵送でお知らせします。
４　その他
（１）応募に際し提出いただいた書類は公募委員の選考のみに使用し、それ以外の目的では使用しません。また、提出いただいた応募書類は返却しませんので、あらかじめ御了承ください。
（２）応募資格（２（３）オ）に該当するか否かについて鳥取県警察本部等に照会しますので、あらかじめ御了承ください。
＜「鳥取県文化芸術事業評価委員会」委員の役割＞
	主な活動
	・評価事業に必要な事項の協議
・評価対象事業の実地検証（入場料等は県が負担いたします。）
・実地検証レポートの作成
・評価報告書の提出、など
※原則、評価委員御自身が実施に関わる事業を評価いただくことはありません。

	会議開催回数
	評価委員会年２回、評価報告会年１回程度（１回あたり２～３時間程度）

	報酬等
（R6年度時点）
	・会議出席9,900円／回
・実地検証レポート作成9,900円／事業
・評価報告書執筆2,475円～4,950円／事業
※会議の出席や実地検証に必要な旅費は別途お支払します。

	その他
	・本評価委員会は鳥取県の附属機関です。
・各年度の評価報告書は以下ホームページで御覧いただけます。
文化政策課ホームページ　https://www.pref.tottori.lg.jp/201486.htm


「鳥取県文化芸術事業評価委員会」委員　応募用紙
令和８年　　　月　　　日記入　
	ふりがな
	

	お名前
	

	生年月日
	年　　　　月　　　　日
（年齢　　　　歳）
	性別
	男　　・　　女

	自宅住所
	〒


	連絡先
	電話番号　　　　
	

	
	ファクシミリ
	

	
	電子メール
	

	職業
※該当に○印を付けてください。
	会社員　　専業主婦・主夫　　自営業・家族従事　　会社役員　　農林水産業
パート・アルバイト　　学生　　無職　　その他（　　　　　　　　　　　）

	応募資格
※あてはまることを確認して□にチェック ☑ を入れて下さい。
	□　令和８年４月１日現在で、満年齢が18歳以上である。
□　県内在住である。
□　文化芸術に興味を持ち、公平中立的な立場から評価を行うことができる。
□　県が設置する他の附属機関の委員ではない。
□　平日の会議に参加できる。
□　鳥取県暴力団排除条例に規定される暴力団員等ではない。
□　国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でない方。


応募理由並びに文化芸術事業の評価及び振興に関するお考えについて記載してください。
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


